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休憩時間の誤認識による賃金未払いに関する申し入れ 

  

京都事業所において、時短社員が２年６ヶ月に亘り休憩時間が１時間のとこ

ろ４５分しか与えられなかった事象が発覚した。 

これは、時短勤務になった社員に対して、管理者が休憩時間を誤認識したこと

から発生した事案である。休憩時間は労働条件の基本であり誤認識は現場の管

理責任に留まらず、本社もその責任があると考える。 

また、この事案に対して、京都事業所の総務責任者である蔵本副所長は「何で

謝らなあかんねん」と謝罪するどころか開き直りの態度をとった。これは社員感

情から言っても到底許されざる発言である。 

蔵本副所長の対応に抗議すると共に、再発防止の観点から下記の通り申し入

れるので、誠意ある回答を行うこと。 

 

記 

 

１．休憩時間の誤認識が発生した原因と、それに対する本社として見解を明らか 

にすること。 

 

２．再発防止対策を具体的に明らかにすること。 

 

３．蔵本副所長は当該社員に対して謝罪を行うこと。 

 

４．２０２６年１月末日までに団体交渉を開催すること。 

 

以 上 


